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消防団員等福祉共済契約約款 

 

平成２６年４月１日施行 

 

 （この共済の趣旨及び目的） 

この共済は、公益財団法人日本消防協会（以下「本会」といいます。）が行う消

防団員、消防職員及び地域において自主的に防災活動を行う者並びに都道府県消防

協会、日本消防協会、全日本消防人共済会及び消防育英会の役職員（以下「消防団

員等」といいます。）が死亡し又は障害を受けた場合等に、その家族の生活を守る

とともに、消防団員等の福祉を増進し、消防団員等の福祉厚生等を図ることにより、

消防活動の強化、地域防災の向上等を図り、もって国民生活の安全、社会公共の福

祉の増進に寄与することを目的とする総合的な共済（以下「本共済」といいます。）

です。 

 

 （被共済者の範囲） 

第１条 本共済の被共済者は、消防団員等のうち、本共済に加入したもの(以下｢加

入者｣といいます。)で、その範囲は、次の各号の定めるものとします。 

⑴ 年齢は、８０歳６か月未満のもの 

⑵ 加入日の前日において健康であるもの。ただし、継続加入の場合は健康状態

を問わないものとします。 

 

 （遺族援護金又は生活援護金の支給） 

第２条 加入者が死亡した場合、又は事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、

治ったときに「非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に係る省令 別表第二に

定める障害の等級」（以下「障害の等級」といいます。）第１級又は第２級の状態

に該当した場合（以下「重度障害」という。）に、本会は、第７条で定める金額の

遺族援護金又は生活援護金を支給します。 

２ 前項の「治ったとき」とは、原則として、医学上一般に承認された治療方法に

よっては傷病に対する療養の効果を期待し得ない状態（療養の終了）となり、か

つ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる状態（症状の固定）

に達したときをいい、同一の事故により二以上の負傷又は疾病があるときは、そ

の二以上の負傷又は疾病の全部が治ったときをもって「治ったとき」とします。 

３ 公務外の事故又は疾病を原因として遺族援護金又は生活援護金を支給する場合

には、本会は、同一の原因に基づいて既に支給した障害見舞金及び入院見舞金を

差し引くものとします。 

 

 （弔慰金又は重度障害見舞金の支給） 

第３条 加入者が公務により死亡した場合又は重度障害の状態となった場合、本会

は第７条に定める金額の弔慰金又は重度障害見舞金を支給します。 

２ 前条に定めるもののほか、加入者が公務により死亡した場合又は重度障害の状
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態となった場合、その職務の執行状況に応じて次の区分により第７条に定める金

額の弔慰救済金又は見舞金を付加して支給します。 

⑴ 災害現場において危険を予想し得るにかかわらず敢然これを冒してその職務

を執行した場合 第１号の付加給付 

⑵ 前号の危険の程度に至らざる災害現場又はこれに準ずべき場所において職務

を執行した場合 第２号の付加給付 

⑶ 災害現場若しくはこれに準ずべき場所に職務執行のため赴かんとし事故にあ

った場合又は消防訓練等公務の執行に際し、自己の重大な過失によらない場合

第３号の付加給付 

 

 （保育援護金の支給） 

第４条 加入者が公務中により死亡した場合、又は重度障害の状態となった場合に

おいて、その加入者に未就学の被扶養者がいるときは、本会は、死亡又は重度障

害の状態となった時における当該被扶養者１名につき第７条に定める金額の保育

援護金を支給します。 

２ 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となった時に、配偶者の胎中に在る嫡出

子については、本会は、その時にすでに生まれていたものとみなし、前項に定め

る共済金を支給します。 

 

 （障害見舞金の支給） 

第５条 加入者が事故により負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに障害の等級

第３級から第１２級までの状態に該当した場合、本会は、その等級に応じて第７

条に定める金額の障害見舞金を支給します。 

２ 前項の「治ったとき」とは、第２条第２項を準用します。 

３ 第１項の障害見舞金が支払われる場合において、その原因が公務によるもので

あるときは、本会は、次の区分による加入者の職務の執行状況及び障害の等級に

応じて第７条に定める金額の見舞金を付加して支給します。 

⑴ 災害現場において危険を予想し得るにかかわらず敢然これを冒してその職務

を執行した場合 第１号の付加給付 

⑵ 前号の危険の程度に至らざる災害現場又はこれに準ずべき場所において職務

を執行した場合 第２号の付加給付 

⑶ 災害現場若しくはこれに準ずべき場所に職務執行のため赴かんとし事故にあ

った場合又は消防訓練等公務に際し、自己の重大な過失によらない場合 第３

号の付加給付 

４ 障害見舞金の共済金を請求できる日は、症状が固定したときとします。 

５ 加入者が同一の事故又は疾病により障害の等級に定める障害を二つ以上同時に

受けたときは、それぞれの障害の状態の等級に相当する共済金額を障害見舞金と

して支給します。ただし、それらの障害の状態が身体の同一部位に生じたもので

ある場合には、障害見舞金としてそれらの障害が属する等級のうち最も上位の等

級に該当する共済金を支給します。 

６ 加入者が異なる事故又は疾病により、２回以上の障害を受けたときは、障害見
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態となった場合、その職務の執行状況に応じて次の区分により第７条に定める金

額の弔慰救済金又は見舞金を付加して支給します。

⑴ 災害現場において危険を予想し得るにかかわらず敢然これを冒してその職務

を執行した場合 第１号の付加給付

⑵ 前号の危険の程度に至らざる災害現場又はこれに準ずべき場所において職務

を執行した場合 第２号の付加給付

⑶ 災害現場若しくはこれに準ずべき場所に職務執行のため赴かんとし事故にあ

った場合又は消防訓練等公務の執行に際し、自己の重大な過失によらない場合

第３号の付加給付

（保育援護金の支給）

第４条 加入者が公務中により死亡した場合、又は重度障害の状態となった場合に

おいて、その加入者に未就学の被扶養者がいるときは、本会は、死亡又は重度障

害の状態となった時における当該被扶養者１名につき第７条に定める金額の保育

援護金を支給します。

２ 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となった時に、配偶者の胎中に在る嫡出

子については、本会は、その時にすでに生まれていたものとみなし、前項に定め

る共済金を支給します。

（障害見舞金の支給）

第５条 加入者が事故により負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに障害の等級

第３級から第１２級までの状態に該当した場合、本会は、その等級に応じて第７

条に定める金額の障害見舞金を支給します。

２ 前項の「治ったとき」とは、第２条第２項を準用します。

３ 第１項の障害見舞金が支払われる場合において、その原因が公務によるもので

あるときは、本会は、次の区分による加入者の職務の執行状況及び障害の等級に

応じて第７条に定める金額の見舞金を付加して支給します。

⑴ 災害現場において危険を予想し得るにかかわらず敢然これを冒してその職務

を執行した場合 第１号の付加給付

⑵ 前号の危険の程度に至らざる災害現場又はこれに準ずべき場所において職務

を執行した場合 第２号の付加給付

⑶ 災害現場若しくはこれに準ずべき場所に職務執行のため赴かんとし事故にあ

った場合又は消防訓練等公務に際し、自己の重大な過失によらない場合 第３

号の付加給付

４ 障害見舞金の共済金を請求できる日は、症状が固定したときとします。

５ 加入者が同一の事故又は疾病により障害の等級に定める障害を二つ以上同時に

受けたときは、それぞれの障害の状態の等級に相当する共済金額を障害見舞金と

して支給します。ただし、それらの障害の状態が身体の同一部位に生じたもので

ある場合には、障害見舞金としてそれらの障害が属する等級のうち最も上位の等

級に該当する共済金を支給します。

６ 加入者が異なる事故又は疾病により、２回以上の障害を受けたときは、障害見

舞金としてその都度それらの障害の状態に対応する共済金を支給します。ただし、

それらの障害の状態がすでに支払事由となった障害を生じた身体の同一部位に加

重して生じたものである場合は、加重の結果、新たに生じた障害の状態に対応す

る給付金額から、すでに支払われた障害の状態に対応する給付金を控除して支給

します。 

７ 加入者に対して支払う障害見舞金の額は、同一の原因又は同一の保障期間にお

いて、通算して第２条に定める障害の等級３級の障害見舞金の額をもって限度と

します。 

 （入院見舞金の支給） 

第６条 加入者が事故又は疾病を直接の原因として、その原因が発生した日から１

８０日以内に、病院又は診療所に７日以上入院した場合、本会は、入院日数１日

　につき、第７条に定める金額の入院見舞金を１２０日を限度に支給します。 

２ 入院見舞金を請求できるのは、加入者が退院したとき、又は入院日数が１２０

日を超えた日とします。 

 （共済金額） 

第７条 本共済の第２条から第６条までに定める共済金額は次のとおりです。 

区分 
事由 

給付種別等 共済金額（円）

死
亡

公務・公務外 遺族援護金 1,000,000

公務 

弔慰金 23,000,000

弔慰救済金
付加

給付

1 号 

2 号 

3 号 

10,000,000

7,000,000

5,000,000

保育援護金 1 人  250,000

重
度
障
害
（
障
害
の

等
級
１
級
又
２
級
）

公務・公務外 生活援護金 1,000,000

公務 

重度障害見舞金 23,000,000

見舞金 
付加

給付

1 号 

2 号 

3 号 

6,000,000

4,500,000

2,500,000

保育援護金 1 人  250,000

障
害
（
障
害
の
等

級

３

級

～

１

２

級
）

公務 

・ 

公務外 

障害見舞金

3 級又は 4 級 500,000

5 級又は 6 級 300,000

7 級又は 8 級 180,000

9 級又は 10 級 90,000

11 級又は 12 級 60,000
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障
害
（
障
害
の
等

級

３

級

～

１

２

級
） 

公務 見舞金 

付加

給付
3 級～6 級

1 号 

2 号 

3 号 

750,000

750,000

500,000

付加

給付
7 級～9 級

1 号 

2 号 

3 号 

500,000

500,000

400,000

入
院 

公務・公務外 
入院見舞金(120 日限度) 

7 日以上の入院で 1 日あたり 
1 日   1,500

 

 （事故の範囲） 

第８条 第２条、第３条、第５条及び第６条に規定する事故の範囲は、次のものを

除く事故をいいます。 

⑴ 過度の高温及び日射病 

⑵ 飢、渇 

⑶ 治療目的以外の内外科的処理による合併症 

⑷ 治療上の事故及び治療処置後の合併症 

 

 （共済金を支給できない場合） 

第９条 本会は、前条までの規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、共

済金を支給しません。 

⑴ 加入者又は共済金受取人の故意又は重大な過失による場合 

⑵ 加入者の犯罪、違法行為又は死刑の執行による場合 

⑶ 加入者の精神障害又は飲酒を原因とする事故の場合 

⑷ 加入者の自殺又は自殺未遂による場合 

⑸ 戦争その他の変乱による場合 

 

 （共済金の受取人） 

第１０条 この共済契約の共済金の受取人は、加入者とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、加入者が死亡した場合の遺族援護金、弔慰金、弔慰

救済金および保育援護金の受取人は、非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を

定める政令第８条第３項に定める順位を準用し、次のとおりとします。 

⑴ 配偶者 

⑵ 子 

⑶ 父、母 

⑷ 孫 

⑸ 祖父母 

⑹ 兄弟姉妹 

３ 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母につい

ては養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順と
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障
害
（
障
害
の
等

級

３

級

～

１

２

級
） 

公務 見舞金 

付加

給付
3 級～6 級

1 号 

2 号 

3 号 

750,000

750,000

500,000

付加

給付
7 級～9 級

1 号 

2 号 

3 号 

500,000

500,000

400,000

入
院 

公務・公務外 
入院見舞金(120 日限度) 

7 日以上の入院で 1 日あたり 
1 日   1,500

 

 （事故の範囲） 

第８条 第２条、第３条、第５条及び第６条に規定する事故の範囲は、次のものを

除く事故をいいます。 

⑴ 過度の高温及び日射病 

⑵ 飢、渇 

⑶ 治療目的以外の内外科的処理による合併症 

⑷ 治療上の事故及び治療処置後の合併症 

 

 （共済金を支給できない場合） 

第９条 本会は、前条までの規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、共

済金を支給しません。 

⑴ 加入者又は共済金受取人の故意又は重大な過失による場合 

⑵ 加入者の犯罪、違法行為又は死刑の執行による場合 

⑶ 加入者の精神障害又は飲酒を原因とする事故の場合 

⑷ 加入者の自殺又は自殺未遂による場合 

⑸ 戦争その他の変乱による場合 

 

 （共済金の受取人） 

第１０条 この共済契約の共済金の受取人は、加入者とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、加入者が死亡した場合の遺族援護金、弔慰金、弔慰

救済金および保育援護金の受取人は、非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を

定める政令第８条第３項に定める順位を準用し、次のとおりとします。 

⑴ 配偶者 

⑵ 子 

⑶ 父、母 

⑷ 孫 

⑸ 祖父母 

⑹ 兄弟姉妹 

３ 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母につい

ては養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順と

 
 

します。 

４ 第２項及び第３項の規定により加入者が死亡した場合の遺族援護金、弔慰金及

び弔慰救済金の受取人に同順位者が二人以上あるときは、その共済金は、その人

数によって等分して支払います。 

 

 （大災害等による共済金の削減支払） 

第１１条 地震、津波、噴火、風水害等の大災害等の発生によりこの契約約款に定

める共済金を支払うことが困難と認められ、やむを得ない場合は、理事会の決議

によって共済金を減額して支払うことがあります。 

２ 共済金を削減して支払うときは、本会は、共済契約者を通じて共済金の受取人

に通知します。 

 

 （共済契約者の範囲） 

第１２条 本共済の共済契約者は、都道府県消防協会、日本消防協会、全日本消防

人共済会および消防育英会とし、団体契約により本会と共済契約を締結します。 

 

 （責任開始日および契約日） 

第１３条 共済契約者から本会所定の様式による共済契約申込書による申し込みを

本会が承諾した場合には、本会は、承諾日の翌月１日から共済契約の責任を負い

ます。 

２ 前項により本会の責任が開始される日を契約日とします。 

 

 （共済期間） 

第１４条 本共済の保障期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年とし

１年毎に更新を行うものとします。 

２ 前項の規定にかかわらず、途中加入の場合は、加入申込日の翌月の１日からそ

の後に到来する最初の３月３１日までの期間とします。 

 

 （共済証書） 

第１５条 本会は、共済契約を締結した場合、次の各号に定める事項を記載した共

済証書を共済契約者に交付します。 

⑴ 本会の住所及び名称 

⑵ 共済契約者名 

⑶ 加入申込消防団、消防本部、自主消防隊等及び県消防協会等名 

⑷ 共済金の受取人 

⑸ 共済の給付内容及び共済金 

⑹ 共済期間の始期及び終期 

⑺ 掛金の払込方法 

⑻ 共済金の支払方法 

⑼ 共済契約を締結した日 

⑽ 共済証書を作成した日  
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 （掛金） 

第１６条 本共済の掛金は、加入者１人につき別表１のとおりとします。 

 

 （掛金の払込） 

第１７条 共済契約者は、本会に対し第１３条に規定する共済期間開始日の前月末

日までに、掛金を本会の指定口座に払込まなければなりません。 

 

 （共済契約者の共済契約申込み及び掛金払込みの猶予期間と共済契約の失効） 

第１８条 本共済の共済契約者が第１３条第１項に規定する共済契約申込みおよび

前条に規定する掛金の払込みを行う場合、共済契約申込みおよび掛金の払込期月

の翌月１日から翌々々月末日までを猶予期間とします。また、同条第２項に規定

する途中加入の場合の共済契約申込みおよび掛金の払込みについては、共済契約

申込みおよび掛金払込期月の翌月末日までを猶予期間とします。 

２ 猶予期間内に共済契約申込みおよび掛金が払い込まれないときは、本共済契約

及び加入者の加入は、猶予期間満了日の翌日にその効力を失います。 

 

 （猶予期間中に共済金の支払事由が発生した場合） 

第１９条 猶予期間中に共済金の支払事由が発生した場合、前条に規定する猶予期

中に共済契約者からの共済契約申込みおよび掛金の払込みのあったことを確認し

てから共済金を支払います。 

２ 前項による共済金の支払期間は、第２７条第２項に規定する共済金の請求に必

要な書類が、猶予期間中の共済契約者からの共済契約申込みおよび掛金の払込み

がある前に本会に到着している場合は、掛金の払込みがあった日を請求日として

準用して取り扱います。 

３ 前項の猶予期間中に共済契約者からの共済契約申込みおよび掛金の払込みがな

かった場合、共済金の請求はなかったものとして共済金の請求に必要な書類は共

済契約者に返却します。 

 

 （掛金の増額または共済金の減額等） 

第２０条 本会は、その業務または財産の状況に照らして本共済の継続が困難にな

る蓋然性がある場合には、本会の定めるところにより、主務官庁の認可を得て、

掛金を増額しまたは共済金額を減額することがあります。 

２ 本会は、前項に定める掛金を増額しまたは共済金額を減額することとなった場

合、その内容につき、特別の事情がある場合を除き、その対象となる共済契約の

共済期間満了の日の２か月前までに共済契約者を通じて加入者に通知します。 

 

 （詐欺による取消） 

第２１条 共済契約への加入に際して、加入者または共済金の受取人に詐欺の行為

があったときは、当該加入者の加入を取り消すことができます。この場合、本会

は、すでに払い込まれた掛金を払いもどしません。 
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 （掛金） 

第１６条 本共済の掛金は、加入者１人につき別表１のとおりとします。 

 

 （掛金の払込） 

第１７条 共済契約者は、本会に対し第１３条に規定する共済期間開始日の前月末

日までに、掛金を本会の指定口座に払込まなければなりません。 

 

 （共済契約者の共済契約申込み及び掛金払込みの猶予期間と共済契約の失効） 

第１８条 本共済の共済契約者が第１３条第１項に規定する共済契約申込みおよび

前条に規定する掛金の払込みを行う場合、共済契約申込みおよび掛金の払込期月

の翌月１日から翌々々月末日までを猶予期間とします。また、同条第２項に規定

する途中加入の場合の共済契約申込みおよび掛金の払込みについては、共済契約

申込みおよび掛金払込期月の翌月末日までを猶予期間とします。 

２ 猶予期間内に共済契約申込みおよび掛金が払い込まれないときは、本共済契約

及び加入者の加入は、猶予期間満了日の翌日にその効力を失います。 

 

 （猶予期間中に共済金の支払事由が発生した場合） 

第１９条 猶予期間中に共済金の支払事由が発生した場合、前条に規定する猶予期

中に共済契約者からの共済契約申込みおよび掛金の払込みのあったことを確認し

てから共済金を支払います。 

２ 前項による共済金の支払期間は、第２７条第２項に規定する共済金の請求に必

要な書類が、猶予期間中の共済契約者からの共済契約申込みおよび掛金の払込み

がある前に本会に到着している場合は、掛金の払込みがあった日を請求日として

準用して取り扱います。 

３ 前項の猶予期間中に共済契約者からの共済契約申込みおよび掛金の払込みがな

かった場合、共済金の請求はなかったものとして共済金の請求に必要な書類は共

済契約者に返却します。 

 

 （掛金の増額または共済金の減額等） 

第２０条 本会は、その業務または財産の状況に照らして本共済の継続が困難にな

る蓋然性がある場合には、本会の定めるところにより、主務官庁の認可を得て、

掛金を増額しまたは共済金額を減額することがあります。 

２ 本会は、前項に定める掛金を増額しまたは共済金額を減額することとなった場

合、その内容につき、特別の事情がある場合を除き、その対象となる共済契約の

共済期間満了の日の２か月前までに共済契約者を通じて加入者に通知します。 

 

 （詐欺による取消） 

第２１条 共済契約への加入に際して、加入者または共済金の受取人に詐欺の行為

があったときは、当該加入者の加入を取り消すことができます。この場合、本会

は、すでに払い込まれた掛金を払いもどしません。 

  

 
 

 （不法取得目的による無効） 

第２２条 加入者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得

させる目的をもって共済契約へ加入したときは、当該加入者の加入は無効としま

す。この場合、本会はすでに払い込まれた掛金を払いもどしません。 

 

 （告知義務） 

第２３条 本会は、共済契約の締結に際し、共済金の支払事由の発生の可能性に関

する重要な事項のうち、告知書等において本会が告知事項として質問することが

できます。 

２ 前項により、本会が告知事項として質問した場合、加入者は書面により告知す

ることを要します。 

 

 （告知義務違反による解除） 

第２４条 加入者が、前条の規定により本会が告知を求めた事項について、故意ま

たは重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合

には、本会は、将来に向かって当該加入者の加入を解除することができます。 

２ 本会は、共済金の支払事由が生じた後でも、当該加入者の加入を解除すること

ができます。この場合、本会は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を

支払っていたときは、本会は、その返還を請求することができます。 

３ 前項の規定にかかわらず、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実

によらなかったときは、本会は、共済金を支払います。 

４ 当該加入者の加入の解除は、当該共済契約者および加入者に対する通知により

行います。 

５ 本会は、第１項により、当該加入を解除した場合において、解除日の属する共

済期間の掛金が払い込まれていたとき、当該加入者に対して払込まれた掛金は返

還しないものとします。 

 

 （告知義務違反による解除ができない場合） 

第２５条 本会は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による解除をすること

ができません。 

⑴ 本会が、共済契約の締結または加入者の加入の際、解除の原因となる事実を

知っていたときまたは過失により知らなかったとき 

⑵ 本会が解除の原因を知った日の翌日から起算して１か月を経過したとき 

⑶ 共済契約が更新され、契約日から起算して１年をこえて有効に継続したとき 

 

 （重大事由による解除） 

第２６条 本会は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、当該共

済契約または加入者の加入を将来に向かって解除することができます。 

⑴ 共済契約者または加入者が、この共済契約の共済金を詐取する目的または他

人に詐取させる目的で事故招致（未遂を含みます。）した場合 

⑵ 共済金の受取人が、この共済契約の共済金を詐取する目的または他人に詐取
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させる目的で事故招致（未遂を含みます。）した場合 

⑶ この共済契約の共済金の請求に関し、その受取人に詐欺行為（未遂を含みま

す。）があった場合 

⑷ 前３号に掲げるものほか、共済金の受取人に対する信頼を損ない、この共済契

約の存続を困難とする前３号に定める事由と同等の重大な事由がある場合 

２ 本会は、共済金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの当該契約

または加入者の加入を解除することができます。この場合、本会は、前項各号に

定める事由の発生時以後に支払事由が生じていたときは、共済金の支払を行いま

せん。また、すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することがで

きます。 

３ 本会は、第１項により、当該加入を解除した場合において、解除日の属する共

済期間の掛金が払い込まれていたとき、当該加入者に対して払込まれた掛金は返

還しないものとします。 

４ 本条による解除は、共済契約者または加入者に対する通知により行います。 

 

 （共済金の請求および支払時期等） 

第２７条 共済金の支払事由が生じたときは、共済契約者は加入者または共済金の

受取人からの通知に基づき、すみやかに本会に通知するものとします。 

２ 支払事由が生じた共済金の受取人は、本会が別に定める必要書類を共済契約者

を経由して本会に提出して共済金を請求することを要します。 

３ 共済金は、前項の必要書類が本会に到着した日(以下、｢請求日｣といいます。)

の月の翌月末までに、原則として共済契約者を経由して共済金の受取人に支払い

ます。 

４ 本会は、共済金の支払のために確認が必要な次の各号の場合において、共済契

約の締結から請求までの間に本会に提出された書類だけではその事項の確認がで

きないときは、それぞれ各号に定める事項の確認を行います。この場合には、前

項の規定にかかわらず、共済金を支払うべき期限は、前項に規定する支払期限か

ら起算して１５日を経過する日とします。 

号 確認が必要な場合 確認が必要な事項 

１ 

  

２ 

 

３ 

 

４ 

共済金の支払事由発生の有無の

確認が必要な場合 

共済金の支払の免責事由に該当

する可能性がある場合 

告知義務違反に該当する可能性

がある場合 

この約款に定める重大事由、詐

欺または不法取得目的に該当す

る可能性がある場合 

この約款に定める共済金の支払事由に該当

する事実の有無 

共済金の支払事由が発生した原因 

 

告知義務違反に該当する事実の有無および

告知義務違反に至った原因 

前二号に定める事項または共済契約者また

は加入者もしくは共済金の受取人の共済契

約締結の目的もしくは共済金の請求の意図

に関する共済契約の締結時から共済金の請

求時までにおける事実 

５ 前項の確認をするため、つぎの各号の事項についての特別な照会または調査が
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させる目的で事故招致（未遂を含みます。）した場合 

⑶ この共済契約の共済金の請求に関し、その受取人に詐欺行為（未遂を含みま

す。）があった場合 

⑷ 前３号に掲げるものほか、共済金の受取人に対する信頼を損ない、この共済契

約の存続を困難とする前３号に定める事由と同等の重大な事由がある場合 

２ 本会は、共済金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの当該契約

または加入者の加入を解除することができます。この場合、本会は、前項各号に

定める事由の発生時以後に支払事由が生じていたときは、共済金の支払を行いま

せん。また、すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することがで

きます。 

３ 本会は、第１項により、当該加入を解除した場合において、解除日の属する共

済期間の掛金が払い込まれていたとき、当該加入者に対して払込まれた掛金は返

還しないものとします。 

４ 本条による解除は、共済契約者または加入者に対する通知により行います。 

 

 （共済金の請求および支払時期等） 

第２７条 共済金の支払事由が生じたときは、共済契約者は加入者または共済金の

受取人からの通知に基づき、すみやかに本会に通知するものとします。 

２ 支払事由が生じた共済金の受取人は、本会が別に定める必要書類を共済契約者

を経由して本会に提出して共済金を請求することを要します。 

３ 共済金は、前項の必要書類が本会に到着した日(以下、｢請求日｣といいます。)

の月の翌月末までに、原則として共済契約者を経由して共済金の受取人に支払い

ます。 

４ 本会は、共済金の支払のために確認が必要な次の各号の場合において、共済契

約の締結から請求までの間に本会に提出された書類だけではその事項の確認がで

きないときは、それぞれ各号に定める事項の確認を行います。この場合には、前

項の規定にかかわらず、共済金を支払うべき期限は、前項に規定する支払期限か

ら起算して１５日を経過する日とします。 

号 確認が必要な場合 確認が必要な事項 

１ 

  

２ 

 

３ 

 

４ 

共済金の支払事由発生の有無の

確認が必要な場合 

共済金の支払の免責事由に該当

する可能性がある場合 

告知義務違反に該当する可能性

がある場合 

この約款に定める重大事由、詐

欺または不法取得目的に該当す

る可能性がある場合 

この約款に定める共済金の支払事由に該当

する事実の有無 

共済金の支払事由が発生した原因 

 

告知義務違反に該当する事実の有無および

告知義務違反に至った原因 

前二号に定める事項または共済契約者また

は加入者もしくは共済金の受取人の共済契

約締結の目的もしくは共済金の請求の意図

に関する共済契約の締結時から共済金の請

求時までにおける事実 

５ 前項の確認をするため、つぎの各号の事項についての特別な照会または調査が

 
 

不可欠な場合には、前２項の規定にかかわらず、共済金の支払期限は、請求日の

翌日から起算してそれぞれ各号に定める日数(複数の号に該当する場合であって

も１８０日)を経過する日とします。 

号 特別な照会または調査の対象となる事項とその内容 日数 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

前項各号に定める事項についての弁護士法その他の法令にもとづ

く照会 

前項各号に定める事項を確認するための、専門機関による調査また

は鑑定等の結果の照会 

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された災害の被災

地域における前項各号に定める事項の確認のための調査 

前項各号に定める事項を確認するための、警察、検察、消防その他

の公の機関による捜査結果または調査結果の照会 

前項各号に定める事項についての日本国外における調査 

１８０日

 

１８０日

 

１８０日

 

１８０日

 

１８０日

６ 前２項の規定を適用する場合には、本会は、共済契約者を経由して共済金を請

求した者に通知します。 

７ 第３項から第５項に定める支払期限をこえて共済金を支払う場合は、本会は、

支払期限の翌日以降遅滞の責任を負い、遅延利息を共済金とあわせて支払います。 

８ 前項にかかわらず、第４項または第５項の確認等に際し、共済契約者または加

入者または共済金の受取人が、正当な理由なくその確認等を妨げ、またはこれに

応じなかったときは、本会は、これによりその事項の確認が遅延した期間につい

て遅滞の責任を負いません。 

 

 （解約） 

第２８条 共済契約者または加入者は、第１３条第１項、第１７条または第１８条

の規定により共済契約申込みおよび掛金の払い込みを行った以降、将来に向かっ

て共済契約又は加入者の加入の解約はできますが、既に払い込まれた掛金は、本

共済の収支に組み入れていることから返還しません。 

 

 （共済契約の消滅） 

第２９条 共済契約または加入者の加入はつぎの各号に該当する場合に消滅し、当

該各号に定める消滅年月日の翌日をもってその効力は失われます。 

号 共済契約の消滅に該当する場合 消滅年月日 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

加入者の年齢が８０歳６ヶ月に達した

とき 

加入者の死亡または重度障害の状態の

とき 

加入者が退団、退職又は除隊したとき 

 

加入者の本会からの脱退 

 

猶予期間の満了[共済契約の失効](第１

８０歳６ヶ月に達した日 

 

加入者の死亡または重度障害の等

級の決定した日 

加入者の退団、退職又は除隊した

日 

加入者が本会から脱退した日の属

する月の末日 

猶予期間満了日 
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６ 

 

 

８条関係) 

告知義務違反による解除(第２４条関

係) 

重大事由による共済契約または加入の

解除(第２６条関係) 

 

告知義務違反による解除の通知の

到達日 

重大事由による解除の通知の到達

日 

２ 前項による共済契約又は加入者の加入が消滅し、消滅した日以降の未経過掛金

がある場合、その未経過掛金は本共済の収支に組み入れていることから返還しま

せん。 

 

 （福祉増進事業） 

第３０条 本会は、本共済の事業として、第２条から第７条に規定する共済金額の

支給を行うほか、加入者である消防団員等の福祉の増進と本共済の健全な運営を

図るため、つぎに定める福祉増進事業を行うことができます。 

⑴ 加入者の健康増進及び公務による事故の防止に資する事業 

⑵ 消防団の大規模災害活動に対する支援事業 

⑶ 殉職消防団員等の慰霊祭の事業 

⑷ 消防資機材の交付その他この制度への加入促進と維持発展を図るために効果

的と認められる事業 

２ 都道府県消防協会が行う前項に規定する事業に対して助成を行うことができます。 

 

 （時効） 

第３１条 共済金、掛金の返還及びその他この共済に関連する一切の支払を請求す

る権利は、支払事由が生じた日の翌日から起算して３年間これを行わないときは、

当該期間の経過をもって自動的に消滅します。 

 

 （管轄裁判所） 

第３２条 この共済契約における共済金の請求その他この共済に関する一切の訴訟

については、本会の主たる事務所の所在地または共済金の受取人の住所地を管轄

する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 

 

別表１ 第１６条に規定する加入者１人当たりの掛金 

加入月日 掛金(円) 

4 月 1 日 3,000 

5 月 1 日 2,750 

6 月 1 日 2,500 

7 月 1 日 2,250 

8 月 1 日 2,000 

9 月 1 日 1,750 

10 月 1 日 1,500 

11 月 1 日 1,250 
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６ 

 

 

８条関係) 

告知義務違反による解除(第２４条関

係) 

重大事由による共済契約または加入の

解除(第２６条関係) 

 

告知義務違反による解除の通知の

到達日 

重大事由による解除の通知の到達

日 

２ 前項による共済契約又は加入者の加入が消滅し、消滅した日以降の未経過掛金

がある場合、その未経過掛金は本共済の収支に組み入れていることから返還しま

せん。 

 

 （福祉増進事業） 

第３０条 本会は、本共済の事業として、第２条から第７条に規定する共済金額の

支給を行うほか、加入者である消防団員等の福祉の増進と本共済の健全な運営を

図るため、つぎに定める福祉増進事業を行うことができます。 

⑴ 加入者の健康増進及び公務による事故の防止に資する事業 

⑵ 消防団の大規模災害活動に対する支援事業 

⑶ 殉職消防団員等の慰霊祭の事業 

⑷ 消防資機材の交付その他この制度への加入促進と維持発展を図るために効果

的と認められる事業 

２ 都道府県消防協会が行う前項に規定する事業に対して助成を行うことができます。 

 

 （時効） 

第３１条 共済金、掛金の返還及びその他この共済に関連する一切の支払を請求す

る権利は、支払事由が生じた日の翌日から起算して３年間これを行わないときは、

当該期間の経過をもって自動的に消滅します。 

 

 （管轄裁判所） 

第３２条 この共済契約における共済金の請求その他この共済に関する一切の訴訟

については、本会の主たる事務所の所在地または共済金の受取人の住所地を管轄

する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 

 

別表１ 第１６条に規定する加入者１人当たりの掛金 

加入月日 掛金(円) 

4 月 1 日 3,000 

5 月 1 日 2,750 

6 月 1 日 2,500 

7 月 1 日 2,250 

8 月 1 日 2,000 

9 月 1 日 1,750 

10 月 1 日 1,500 

11 月 1 日 1,250 

 
 

12 月 1 日 1,000 

  1 月 1 日   750 

 

   附 則 

 （施行期日） 

保険業法の一部を改正する法律（平成１７年法律第３８号）附則第２条第１項に

基づく行政庁の認可を得、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（平成１８年６月２日法律第５０号）第１０６条第１項に定める公益財団

法人の設立の登記の日から施行します。 

 

   附 則 

１ 改正後のこの契約約款は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に係る省令 

別表第二に定める障害の等級 

障害等級 障 害 

第一級 一 両眼が失明したもの 

二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するも

の 

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 

六 両上肢の用を全廃したもの 

七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 

八 両下肢の用を全廃したもの 

第二級 

 

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの 

二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの 

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するも

の 

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 

五 両上肢を手関節以上で失ったもの 

六 両下肢を足関節以上で失ったもの 

第三級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの 

二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服するこ

とができないもの 

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することがで

きないもの 

五 両手の手指の全部を失ったもの 

第四級 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの 

二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 

三 両耳の聴力を全く失ったもの 
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第四級 四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 

五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 

六 両手の手指の全部の用を廃したもの 

七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 

第五級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの 

二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外

の労務に服することができないもの 

三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務

に服することができないもの 

四 一上肢を手関節以上で失ったもの 

五 一下肢を足関節以上で失ったもの 

六 一上肢の用を全廃したもの 

七 一下肢の用を全廃したもの 

八 両足の足指の全部を失ったもの 

第六級 

 

一 両眼の視力が〇・一以下になったもの 

二 咀嚼 又は言語の機能に著しい障害を残すもの 

三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度

になったもの 

四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距

離では普通の話声を解することができない程度になったもの 

五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 

六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 

七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 

八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの 

第七級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの 

二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解

することができない程度になったもの 

三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普

通の話声を解することができない程度になったもの 

四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服

することができないもの 

五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服するこ

とができないもの 

六 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指

を失ったもの 

七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 

八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 

九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 

十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 

十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 

十二 外貌に著しい醜状を残すもの 

十三 両側の睾丸を失ったもの 

第八級 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの 

二 脊柱に運動障害を残すもの 
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第四級 四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 

五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 

六 両手の手指の全部の用を廃したもの 

七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 

第五級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの 

二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外

の労務に服することができないもの 

三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務

に服することができないもの 

四 一上肢を手関節以上で失ったもの 

五 一下肢を足関節以上で失ったもの 

六 一上肢の用を全廃したもの 

七 一下肢の用を全廃したもの 

八 両足の足指の全部を失ったもの 

第六級 

 

一 両眼の視力が〇・一以下になったもの 

二 咀嚼 又は言語の機能に著しい障害を残すもの 

三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度

になったもの 

四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距

離では普通の話声を解することができない程度になったもの 

五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 

六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 

七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 

八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの 

第七級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの 

二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解

することができない程度になったもの 

三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普

通の話声を解することができない程度になったもの 

四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服

することができないもの 

五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服するこ

とができないもの 

六 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指

を失ったもの 

七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 

八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 

九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 

十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 

十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 

十二 外貌に著しい醜状を残すもの 

十三 両側の睾丸を失ったもの 

第八級 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの 

二 脊柱に運動障害を残すもの 

 
 

第八級 三 一手の母指を含み二の手指を失ったもの又は母指以外の三の手指

を失ったもの 

四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の

手指の用を廃したもの 

五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 

六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 

七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 

八 一上肢に偽関節を残すもの 

九 一下肢に偽関節を残すもの 

十 一足の足指の全部を失ったもの 

第九級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 両眼の視力が〇・六以下になったもの 

二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの 

三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 

四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 

六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 

七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解すること

ができない程度になったもの 

八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度

になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解する

ことが困難である程度になったもの 

九 一耳の聴力を全く失ったもの 

十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が

相当な程度に制限されるもの 

十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当

な程度に制限されるもの 

十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの 

十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三

の手指の用を廃したもの 

十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 

十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 

十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 

十七 生殖器に著しい障害を残すもの 

第十級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 一眼の視力が〇・一以下になったもの 

二 正面視で複視を残すもの 

三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 

四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解すること

が困難である程度になったもの 

六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度

になったもの 

七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 

八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 

九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 
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第十級 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 

十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 

第十一級 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 

二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができ

ない程度になったもの 

六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解

することができない程度になったもの 

七 脊柱に変形を残すもの 

八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの 

九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 

十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障が

あるもの 

第十二級 

 

 

 

一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 

二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 

五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 

六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 

七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 

八 長管骨に変形を残すもの 

九 一手の小指を失ったもの 

十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 

十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失

ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 

十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 

十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 

十四 外貌に醜状を残すもの 

第十三級 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの 

二 正面視以外で複視を残すもの 

三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 

四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 

五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 

七 一手の小指の用を廃したもの 

八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの 

九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 

十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 

十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指

の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

第十四級 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 

二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 
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第十級 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 

十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 

第十一級 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 

二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができ

ない程度になったもの 

六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解

することができない程度になったもの 

七 脊柱に変形を残すもの 

八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの 

九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 

十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障が

あるもの 

第十二級 

 

 

 

一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 

二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 

五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 

六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 

七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 

八 長管骨に変形を残すもの 

九 一手の小指を失ったもの 

十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 

十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失

ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 

十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 

十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 

十四 外貌に醜状を残すもの 

第十三級 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの 

二 正面視以外で複視を残すもの 

三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 

四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 

五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 

七 一手の小指の用を廃したもの 

八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの 

九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 

十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 

十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指

の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

第十四級 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 

二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 

 
 

第十四級 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができ

ない程度になったもの 

四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 

五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 

六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 

七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができな

くなったもの 

八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 

九 局部に神経症状を残すもの 

 


